
　　運行方法
　　①町内を５地域に分け、地域ごとに運行する曜日を定めて運行します。
※対象外区域
　宮前町・永代町・幸町・西富の一部・北の一部・東の一部
②運行は、町内のハイヤー会社に委託します。
③運行区間は、自宅から佐呂間市街の主要施設（公共施設・病院等）までと
　します。
④乗車前日の１７時までに佐呂間ハイヤー（℡２- ３５３７）に予約してく
　ださい。
⑤団体での利用はできません。

　　目　的
　　佐呂間市街地域以外に居住する住
民のうち、交通弱者である高齢者の通
院や日常生活を支援し、地域と市街地
住民の交通格差解消を図ることを目的
に実施するものです。

　　運行形態
　　予約制（デマンド方式）による乗
り合いタクシーです。

　　対象者
　　佐呂間市外地域から遠距離地域に
住所を所有する６５歳以上の高齢者で
す。保健福祉課社会福祉係が発行する
利用登録証が必要になります。なお
平成２２年９月まで利用していた「高
齢者バス運賃助成証明書（顔写真付）」
をお持ちの方は新たな利用登録証は不
要となります。

　　利用登録証の手続き
　　・持参するもの　
　　　ヨコ２. ３ｃｍ・タテ３ｃｍの
　　　顔写真（スナップ写真可）
　　・手続きの場所
　　　役場保健福祉課社会福祉係
　　　役場若佐支所
　　　役場浜佐呂間出張所

　　運行時間
　　【往路】

【復路】

　　乗車料金
　　無料とします。
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